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平成２４年９月２７日判決言渡 

平成２３年（行ケ）第１０３９１号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年８月２日 

             判         決 

       原      告    燦 坤 日 本 電 器 株 式 会 社 

       訴訟代理人弁護士    松   田   純   一 

       同           大   橋   君   平 

       同           近   森   章   宏 

       同           伊   藤       卓 

       同           西   村   公   芳 

       訴訟復代理人弁護士   篠   森   重   樹 

       同           大   坂   憲   正 

       同           西   脇   怜   史 

       被      告    日 亜 化 学 工 業 株 式 会 社 

       訴訟代理人弁護士    古   城   春   実 

       同           牧   野   知   彦 

       同           加   治   梓   子 

       同           高   橋       綾   

       訴訟代理人弁理士    鮫   島       睦 

       同           言   上   惠   一 

       同           田   村       啓 

       同           玄   番   佐 奈 恵 

             主         文 

１ 特許庁が無効２０１１－８０００２１号事件について平成２３年

１０月１９日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 
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             事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

  主文同旨 

第２ 争いのない事実 

 １ 特許庁における手続の概要 

 (1) 被告は，発明の名称を「発光ダイオード」とする特許４５３００９４号（以

下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許の設定登録までに至る手続の

経緯は次のとおりであった。 

  平成 ９年 ７月２９日  

        最初の原出願（特願平１０－５０８６９３号）（甲２） 

        優先権主張の基礎：特願平８－１９８５８５号，特願平８－２４

４３３９号及び特願平８－２４５３８１号 

  平成１４年 ９月２４日  

        分割出願（第１世代）（特願２００２－２７８０６６号）（甲３） 

  平成１７年 ５月１９日  

        分割出願（第２世代）（特願２００５－１４７０９３号）（甲４） 

  平成１８年 ７月１９日 

        分割出願（第３世代）（特願２００６－１９６３４４号）（甲５） 

  平成２０年 １月 ７日 

        分割出願（第４世代）（特願２００８－０００２６９号）（甲１） 

        （以下「原出願」という。また，原出願の願書に最初に添付した

明細書，特許請求の範囲及び図面を「原出願の明細書」という。） 

  平成２１年 ３月１８日 

        分割出願（第５世代）（特願２００９－０６５９４８号） 

        （以下「本件出願」という。） 

  平成２１年 ６月１８日 
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        本件出願の公開公報発行（特開２００９－１３５５４５号公報） 

  平成２２年 ６月１８日 

        本件特許の設定登録（甲６） 

 (2) 原告は，平成２３年２月４日，本件特許の無効審判請求（無効２０１１－８

０００２１）をした。これに対し，特許庁は，平成２３年１０月１９日，「本件審判

の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は同

月２７日原告に送達された。 

 ２ 特許請求の範囲 

 本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４の記載は次のとおりである（以下，

「本件発明」ということがある。）。 

【請求項１】  

 窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，該ＬＥＤチップを直接覆

うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を

吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミ

ネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し，  

 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペ

クトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発

光ダイオードであって，  

 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっていることを特徴とする

発光ダイオード。  

【請求項２】  

 凹部内に配置された窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，前記

凹部に充填されて前記ＬＥＤチップを覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチ

ップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長

の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング
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樹脂を有し，  

 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペ

クトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発

光ダイオードであって，  

 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっていることを特徴とする

発光ダイオード。  

【請求項３】  

 前記コーティング樹脂の上に，モールド樹脂が形成されたことを特徴とする請求

項２に記載の発光ダイオード。  

【請求項４】  

 前記モールド樹脂に，拡散剤が含有されたことを特徴とする請求項３に記載の発

光ダイオード。 

 ３ 審決の理由 

 審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。要するに，審決は，原出

願には，使用する「フォトルミネセンス蛍光体」について，具体的には，「Ｙ，Ｌｕ，

Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及

びＩｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活されたガー

ネット系蛍光体であ」るとされてはいるものの，「フォトルミネセンス蛍光体が含有

されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトルミ

ネセンス蛍光体の分布濃度を高く」するとの構成を採用して「（フォトルミネセンス

蛍光体の）水分による劣化を防止」するに際し，前記「フォトルミネセンス蛍光体」

が，必ずしも上記の具体的組成（Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択さ

れた少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選択された少なくとも１つ

の元素とを含み，セリウムで付活されたガーネット系蛍光体。以下「本件組成」と

いう。）のものに限られるものではないことは，当業者が容易に理解できる，すなわ
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ち，原出願には，（特定の組成の蛍光体に限定されない）本件発明が開示されている

ものといえるから本件出願は分割要件を満たし，原告の主張する理由及び提出した

証拠方法によっては，本件特許を無効とすることはできないと判断した。 

第３ 取消事由に係る原告の主張 

 １ 原出願の記載事項の認定の誤り（取消事由１） 

 (1) 審決は，原出願には，「上記発光ダイオードの蛍光体は，『（蛍光体に照射さ

れる）光』，『（発光素子や外部環境による）熱』及び『（外部から侵入する，あるい

は，製造時に内部に含まれた）水分』により劣化すること（【０００７】～【０００

９】）（中略）が記載されているものと認められる。」としている。 

 (2) 審決の上記認定は，蛍光体が「水分」のみによって劣化することが原出願に

記載されていることを前提としている。しかし，原出願の明細書中段落【０００７】

（以下，「【】」で囲まれた数字は原出願の明細書中の段落番号を指す。）及び【００

０８】には，蛍光体が「水分」により劣化する点の記載はないこと，【０００９】中

の「…水分と，上記光及び熱とによって…」との記載は，「水分」と「光及び熱」の

２つが「と」で並置されていることに照らすならば，「水分」と「光及び熱」の相俟

った劣化の可能性のみを示すと解すべきである。 

 (3) 審決は，「水分」のみによる劣化を防止することが原出願に記載されている

との誤った認定をした結果，【００４７】の意義について誤った判断をして，「本件

審判の請求は，成り立たない。」との結論に至ったものである。 

 ２ 原出願のフォトルミネセンス蛍光体が本件組成に限定されないとした審決の

判断の誤り（取消事由２） 

 (1) 審決は，「本件原出願（【００４７】）には，『フォトルミネセンス蛍光体が含

有されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトル

ミネセンス蛍光体の分布濃度を高くした場合は，外部環境からの水分などの影響を

より受けにくくでき，水分による劣化を防止することができる』との記載がされて

いる。そして，前記『フォトルミネセンス蛍光体』は，具体的には，『Ｙ，Ｌｕ，Ｓ
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ｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及び

Ｉｎから選択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活されたガーネ

ット系蛍光体であ』る」と説示（以下「説示①」という。）し，続けて「『フォトル

ミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部やモールド部材の表面側から発光素

子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高く』するとの上記構成を採

用して『（フォトルミネセンス蛍光体の）水分による劣化を防止』するに際し，前記

『フォトルミネセンス蛍光体』が，必ずしも上記の具体的組成のものに限られるも

のではない」ことは，当業者が容易に理解できる，と説示（以下「説示②」という。）

した。 

 (2) しかし，審決には，説示①が説示②になぜ結び付くのか，あるいは，説示②

がなぜ成り立つのか，についての説明がない。説示①は，【００４７】に，本件組成

を有する蛍光体の分布濃度を工夫して一定の効果が得られる旨の記載がある旨を指

摘する。しかし，説示①から，説示②のように，フォトルミネセンス蛍光体につい

て，一般的，普遍的に，「コーティング部やモールド部材の表面側から発光素子に向

かって分布濃度を高くすると水分による劣化を防止することができる」との結論を

導くことはできないし，原出願にその根拠が示されているわけではない。【００４７】

は，蛍光体が本件組成を有することを前提とした記載にすぎない。 

 原出願に接した当業者は，まず，【０００７】から【００１０】の記載から，原出

願に記載された発明について，「水分」による劣化ではなく「水分」と「光及び熱」

との相俟った劣化に着目してなされたもので，「水分」や「光及び熱」に抗して「よ

り高輝度で，長時間の使用環境下においても発光光度及び発光光率の低下や色ずれ

の極めて少ない」ものであると理解する。 

 そして，当業者は，【実施例】に至るまでの記載部分から，原出願に記載された発

明の効果は，本件組成によって得られると理解する。 

 【００４７】には，「水分」と「光，熱」とについて併せて対照的に記述されてい

ることからすると，【００４７】を【０００７】～【００１０】や【００８２】等の
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他の段落とともに読んだ当業者は，原出願に記載された発明が，「水分」と「光及び

熱」との相俟った劣化に対するものであり，本件組成によって効果を奏するもので

あり，蛍光体の濃度分布も，あくまで「水分」や「光及び熱」に耐性を示す本件組

成を前提としたものであると理解する。 

 当業者は，実施例の説明部分において，本件組成を有する蛍光体を「実施例」と

して扱い，本件組成を有しない蛍光体を「比較例」と扱っていること，また，「比較

例１」ではコーティング部の表面側から発光素子に向かって蛍光体の分布濃度が高

くなっているのに（【０１０８】，【０１０５】），蛍光体が水分により早期に劣化して

いることを理解する（【０１０８】，【０１０９】）。 

 そうすると，原出願に接した当業者は，本件組成を有しない蛍光体を含む発明が，

原出願の明細書に記載されていると理解することはない。 

 (3) 説示②は，蛍光体が「具体的組成のものに限られるものではないことは，当

業者が容易に理解できるところである」とする。しかし，分割要件を充足するか否

かは，当業者において，原出願の明細書の記載から自明と理解するかどうかにより

判断すべきであり，容易に理解できる範囲まで拡張することは誤りである。 

第４ 取消事由に対する被告の反論 

 １ 原出願の記載事項の認定の誤り（取消事由１）に対し 

 (1) 審決は，原出願に本件発明が記載されている根拠として，【０００７】ない

し【０００９】を引用しているわけではないから，取消事由に係る原告の主張は失

当である。 

 (2) 原告は【０００７】ないし【０００９】のみを挙げてその判断の妥当性を議

論しているが，分割が適法か否かは原出願の明細書全体との関係で論じなければな

らないのであるから，原告の主張は，それ自体失当である。 

 ２ 原出願のフォトルミネセンス蛍光体が本件組成に限定されないとした審決の

判断の誤り（取消事由２）に対し 

 (1) 【００４７】に記載の蛍光体が水分の影響で劣化することを防止（ないし抑



 8 

制）するとの作用効果は，外部環境にある水分からの距離を置くという蛍光体の「配

置」によるものであって，蛍光体の「種類」に依存するものではない。 

 なお，【００４７】は，直接には実施形態１を受けた記載となっているが，この蛍

光体は耐候性のある（水分の影響を受けにくい）組成からなる蛍光体であって，そ

のような場合であっても，当該記載のとおりの「分布」とすることで，より耐候性

が向上するとしているのであるから，この点からも，この記載が，特定の組成から

なる蛍光体のみに妥当する解決手段（発明）を開示するものでなく，幅広い蛍光体

について，その分布を工夫することで水分による影響を軽減できるとの発明を開示

していることが理解される。 

 原出願の請求項に記載された発明は「蛍光体の劣化」との課題を解決する手段と

して，「蛍光体の組成」を特定するとの構成を採用した発明である。これに対し，原

出願の明細書中には，「蛍光体の劣化」という広範な解決課題の中の「水分による劣

化」との特定の解決課題に対し，「（蛍光体の組成ではなく）蛍光体の分布を工夫す

る」との構成を採用した本件発明も記載されている。この場合において，原出願が

原出願の特許発明に焦点を当てて蛍光体の例示や実施例を記載しているのは当然の

ことであり，作用効果に関する記載についても，原出願の特許発明に即した記載が

多いのは当然である。そのことが原出願中に本件発明を含んでいることの妨げにな

るものではない。 

 比較例１は，単に，（ＺｎＣｄ）Ｓ：Ｃｕ，Ａｌという組成をもった蛍光体が水分

によって劣化しやすいことを示したものであり，蛍光体の分布状態によって水分劣

化の速度に差がでるとの発明の効果を否定したものではない。したがって，比較例

１は，本件発明が原出願の明細書に記載されていると理解することの妨げになるも

のではない。 

 被告は，本件発明が明細書に開示されていない組成の蛍光体であっても，現実に

効果を奏することをより具体的に示すために，本件組成とは異なる組成の蛍光体を

用いて，コーティング樹脂中での蛍光体の分布状態の違いによる水分劣化の違いを
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比較する実験を実施した（乙１）。その結果によれば，本件発明によって，外部から

の水分侵入による蛍光体の劣化が抑制され，高温高湿下でも色調のずれや輝度の低

下が少なく，耐候性に優れた白色系の発光ダイオードが得られることが示された。 

 (2) 審決は，「容易に理解できる」としているが，その趣旨は，「その要旨とする

技術的事項のすべてがその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有す

る者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施することができる程度に記載

されている」ことを指すものであって，分割要件を拡張して判断したものではない。 

第５ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，原出願の明細書に，本件発明が記載されているとはいえず，原告主

張に係る取消事由２には理由があり，審決は取り消されるべきであると判断する。

まず，取消事由２に係る審決の当否について，判断する。 

 １ 原出願の明細書の記載について 

 原出願の明細書には，次の各記載がある（甲１）。 

「【特許請求の範囲】  

【請求項１】  

 発光層が半導体である発光素子と，該発光素子によって発光された光の一部を吸収して，吸

収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体とを備えた発光

装置において， 

 前記発光素子の発光層が窒化ガリウム系半導体を含むＬＥＤチップであり， 

 かつ前記フォトルミネセンス蛍光体が，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群か

ら選ばれた少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも

１つの元素とを含んでなるセリウムで付活されたＹとＡｌを含むイットリウム・アルミニウ

ム・ガーネット系蛍光体であって， 

 互いに組成の異なる２以上を含み，該２以上の蛍光体の発光する光と該ＬＥＤチップの発光

との混色光を発光可能であることを特徴とする発光装置。 

【発明の詳細な説明】 
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【技術分野】 

【０００１】  

 本願発明は，ＬＥＤディスプレイ，バックライト光源，信号機，照光式スイッチ及び各種イ

ンジケータなどに利用される発光ダイオードに関し，特に発光素子が発生する光の波長を変換

して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置及びそれを用いた表示装置に関す

る。」  

「【０００４】  

 そこで，本出願人は先に発光素子によって発生された光が，蛍光体で色変換されて出力され

る発光ダイオードを，特開平５－１５２６０９号公報（中略）などにおいて発表した。これら

に開示された発光ダイオードは，１種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させ

ることができるというものであり，以下のように構成される。 

【０００５】 

 上記公報に開示された発光ダイオードは，具体的には，発光層のエネルギーバンドギャッブ

が大きい発光素子をリードフレームの先端に設けられたカップ上に配置し，発光素子を被覆す

る樹脂モールド部材中に発光素子からの光を吸収して，吸収した光と波長の異なる光を発光す

る（波長変換）蛍光体を含有させて構成する。 

【０００６】 

 上述の開示された発光ダイオードにおいて，発光素子として，青色系の発光が可能な発光素

子を用いて，該発光素子をその発光を吸収して黄色系の光を発光する蛍光体を含有した樹脂に

よってモールドすることにより，混色により白色系の光が発光可能な発光ダイオードを作製す

ることができる。  

【０００７】  

 しかしながら，従来の発光ダイオードは，蛍光体の劣化によって色調がずれたり，あるいは

蛍光体が黒ずみ光の外部取り出し効率が低下する場合があるという問題点があった。（中略）特

に，発光素子である高エネルギーバンドギャッブを有する半導体を用い，蛍光体の変換効率を

向上させた場合（すなわち，半導体によって発光される光のエネルギーが高くなり，蛍光体が
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吸収することができるしきい値以上の光が増加し，より多くの光が吸収されるようになる。），

又は蛍光体の使用量を減らした場合（すなわち，相対的に蛍光体に照射されるエネルギー量が

多くなる。）等においては，蛍光体が吸収する光のエネルギーが必然的に高くなるので，蛍光体

の劣化が著しい。また，発光素子の発光強度を更に高め長期にわたって使用すると，蛍光体の

劣化がさらに激しくなる。  

【０００８】  

 また，発光素子の近傍に設けられた蛍光体は，発光素子の温度上昇や外部環境（例えば，屋

外で使用された場合の太陽光によるもの等）によって高温にもさらされ，この熱によって劣化

する場合がある。  

【０００９】  

 さらに，蛍光体によっては，外部から侵入する水分や，製造時に内部に含まれた水分と，上

記光及び熱とによって，劣化が促進されるものもある。 

 またさらに，イオン性の有機染料を使用すると，チップ近傍では直流電界により電気泳動を

起こし，色調が変化する場合もある。 

【発明の開示】 

【発明が解決しようとする課題】 

【００１０】  

 したがって，本願発明は上記課題を解決し，より高輝度で，長時間の使用環境下においても

発光光度及び発光光率の低下や色ずれの極めて少ない発光装置を提供することを目的とする。 

【課題を解決するための手段】 

【００１１】 

 本発明者らは，この目的を達成するために，発光素子と蛍光体とを備えた発光装置において， 

（１）発光素子としては，高輝度の発光が可能で，かつその発光特性が長期間の使用に対して

安定していること， 

（２）蛍光体としては，上述の高輝度の発光素子に近接して設けられて，該発光素子からの強

い光にさらされて長期間使用した場合においても，特性変化の少ない耐光性及び耐熱性等に優
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れていること（特に発光素子周辺に近接して配置される蛍光体は，我々の検討によると太陽光

に比較して約３０倍から４０倍に及ぶ強度を有する光にさらされるので，発光素子として高輝

度のものを使用すれば使用する程，蛍光体に要求される耐光性は厳しくなる）， 

（３）発光素子と蛍光体との関係としては，蛍光体が発光素子からのスペクトル幅をもった単

色性ピーク波長の光を効率よく吸収すると共に効率よく異なる発光波長が発光可能であること，

が必要であると考え，鋭意検討した結果，本発明を完成させた。 

【００１２】  

 すなわち，本発明の発光装置は，発光層が半導体である発光素子と，該発光素子によって発

光された光の一部を吸収して，吸収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトル

ミネセンス蛍光体とを備えた発光装置において，  

 前記発光素子の発光層が窒化物系化合物半導体からなり，かつ前記フォトルミネセンス蛍光

体が，Ｙ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた少なくとも１つの元素と，

Ａｌ，Ｇａ及びＩｎからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素とを含み，かつセリウムで

付活されたガーネット系蛍光体を含むことを特徴とする。」  

「【００３９】 

 このような窒化ガリウム系半導体発光素子と組み合わせて用いるのに適したフォトルミネセ

ンス蛍光体としては， 

 １．発光素子１０２，２０２に近接して設けられ，太陽光の約３０倍から４０倍にもおよぶ

強い光にさらされることになるので，強い強度の光の照射に対して長時間耐え得るように，耐

光性に優れていること。 

【００４０】 

 ２．発光素子１０２，２０２によって励起するために，発光素子の発光で効率よく発光する

こと。特に，混色を利用する場合，紫外線ではなく青色系発光で効率よく発光すること。 

【００４１】 

 ３．青色系の光と混色されて白色になるように，緑色系から赤色系の光が発光可能なこと。 

 ４．発光素子１０２，２０２に近接して設けられ，該チップを発光させる際の発熱による温
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度変化の影響を受けるので，温度特性が良好であること。 

【００４２】 

 ５．色調が組成比あるいは複数の蛍光体の混合比を変化させることにより，連続的に変化さ

せることができること。 

 ６．発光ダイオードが使用される環境に応じた耐候性があること， 

などの特性が要求される。 

【００４３】  

 実施の形態１．  

 本願発明に係る実施の形態１の発光ダイオードは，発光層に高エネルギーバンドギャッブを

有し，青色系の発光が可能な窒化ガリウム系化合物半導体素子と，黄色系の発光が可能なフォ

トルミネセンス蛍光体である，セリウムで付活されたガーネット系フォトルミネッセンス蛍光

体とを組み合わせたものである。これによって，この実施形態１の発光ダイオードにおいて，

発光素子１０２，２０２からの青色系の発光と，その発光によって励起されたフォトルミネセ

ンス蛍光体からの黄色系の発光光との混色により白色系の発光が可能になる。  

【００４４】  

 また，この実施形態１の発光ダイオードに用いた，セリウムで付活されたガーネット系フォ

トルミネッセンス蛍光体は耐光性及び耐候性を有するので，発光素子１０２，２０２から放出

された可視光域における高エネルギー光を長時間その近傍で高輝度に照射した場合であっても

発光色の色ずれや発光輝度の低下が極めて少ない白色光が発光できる。  

【００４５】  

 以下，本実施形態１の発光ダイオードの各構成部材について詳述する。 

 （フォトルミネセンス蛍光体）  

 本実施形態１の発光ダイオードに用いられるフォトルミネセンス蛍光体は，半導体発光層か

ら発光された可視光や紫外線で励起されて，励起した光と異なる波長を有する光を発光するフ

ォトルミネセンス蛍光体である。具体的にはフォトルミネセンス蛍光体として，Ｙ，Ｌｕ，Ｓ

ｃ，Ｌａ，Ｇｄ及びＳｍから選択された少なくとも１つの元素と，Ａｌ，Ｇａ及びＩｎから選
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択された少なくとも１つの元素とを含み，セリウムで付活されたガーネット系蛍光体である。

（後略）」 

「【００４７】  

 このフォトルミネセンス蛍光体の含有分布は，混色性や耐久性にも影響する。  

 例えば，フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部やモールド部材の表面側か

ら発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高くした場合は，外部環境から

の水分などの影響をより受けにくくでき，水分による劣化を防止することができる。他方，フ

ォトルミネセンス蛍光体を，発光素子からモールド部材等の表面側に向かって分布濃度が高く

なるように分布させると，外部環境からの水分の影響を受けやすいが発光素子からの発熱，照

射強度などの影響をより少なくでき，フォトルミネセンス蛍光体の劣化を抑制することができ

る。このような，フォトルミネセンス蛍光体の分布は，フォトルミネセンス蛍光体を含有する

部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布などを調整することによ

って種々の分布を実現することができ，発光ダイオードの使用条件などを考慮して分布状態が

設定される。 

【００４８】 

 実施形態１のフォトルミネセンス蛍光体は，発光素子１０２，２０２と接したり，あるいは

近接して配置され，照射強度（Ｅｅ）として，３Ｗ・ｃｍ－２以上１０Ｗ・ｃｍ－２以下において

も高効率でかつ十分な耐光性を有するので，該蛍光体を用いることにより，優れた発光特性の

発光ダイオードを構成することができる。 

【００４９】 

 また，実施形態１のフォトルミネセンス蛍光体は，ガーネット構造を有するので，熱，光及

び水分に強く，図３（Ａ）に示すように，励起スペクトルのピークを４５０ｎｍ付近にするこ

とができる。（後略）」 

「【実施例】 

【０１０１】 

＜実施例＞ 
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（中略） 

（実施例１）」 

「【０１０５】 

 以上のようにして作製した（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ蛍光体８０重量部とエポキ

シ樹脂１００重量部とをよく混合してスラリーとし，このスラリーを発光素子が載置されたマ

ウント・リードのカップ内に注入した後，１３０℃の温度で１時間で硬化させた。こうして発

光素子上に厚さ１２０μｍのフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング部を形成し

た。なお，本実施例１では，コーティング部においては，発光素子に向かってフォトルミネセ

ンス蛍光体が徐々に多く分布するように構成した。」 

「【０１０７】 

 この要に形成した発光ダイオードは，発光観測正面から見ると，フォトルミネセンス蛍光体

のボディーカラーにより中央部が黄色っぽく着色されていた。 

 こうして得られた白色系が発光可能な発光ダイオードの色度点，色温度，演色性指数を測定

した結果，それぞれ，色度点は，（ｘ＝０．３０２，ｙ＝０．２８０），色温度８０８０Ｋ，演

色性指数（Ｒａ）＝８７．５と三波長型蛍光灯に近い性能を示した。また，発光効率は９．５

１ｍ／ｗと白色電球並であった。さらに，温度２５℃６０ｍＡ通電，温度２５℃２０ｍＡ通電，

温度６０℃９０％ＲＨ下で２０ｍＡ通電の各寿命試験においても蛍光体に起因する変化は観測

されず通常の青色発光ダイオードと寿命特性に差がないことが確認できた。 

【０１０８】 

（比較例１） 

 フォトルミネセンス蛍光体を（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ蛍光体から（ＺｎＣｄ）

Ｓ：Ｃｕ，Ａｌとした以外は，実施例１と同様にして発光ダイオードの形成及び寿命試験を行

った。形成された発光ダイオードは通電直後，実施例１と同様，白色系の発光が確認されたが

輝度は低かった。また，寿命試験においては，約１００時間で出力がゼロになった。劣化原因

を解析した結果，蛍光体が黒化していた。 

【０１０９】 
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 これは，発光素子の発光光と蛍光体に付着していた水分あるいは外部環境から進入した水分

により光分解し蛍光体結晶表面にコロイド状亜鉛金属を析出し外観が黒色に変色したものと考

えられる。温度２５℃２０ｍＡ通電，温度６０℃９０％ＲＨ下で２０ｍＡ通電の寿命試験結果

を実施例１の結果と共に図１３に示す。輝度は初期値を基準にしそれぞれの相対値を示す。図

１３において，実線が実施例１であり波線が比較例１を示す。」（なお，「波線」とあるのは「破

線」の誤記であると認める。） 

「【図面の簡単な説明】 

【０１３９】 

（中略） 

【図１３】（Ａ）は，実施例１及び比較例１の発光ダイオードの寿命試験の結果を示すグラフで

あって，２５℃における結果であり，（Ｂ）は，実施例１及び比較例１の発光ダイオードの寿命

試験の結果を示すグラフであって，６０℃，９０％ＲＨにおける結果である。」 
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【図１３】 

 

 ２ 取消事由２についての判断 

 (1) 当裁判所は，原出願の明細書には，本件発明は，記載，開示がされていない

と解するものであり，これと異なる審決の認定，判断には誤りがあるものと判断す

る。その理由は以下のとおりである。 

 (2) 分割出願においては新たな特許出願はもとの特許出願の時にしたものとみ

なす（特許法４４条２項）とされていることから，分割出願に記載された発明に係

る技術的事項は，原出願の明細書に記載されていることを要する。 

 そこで，本件発明が，原出願の明細書に記載した事項の範囲内のものであるか否

かについて検討する。 
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 (3) 審決は，【００４７】に「フォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティ

ング部やモールド部材の表面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体

の分布濃度を高くした場合は，外部環境からの水分などの影響をより受けにくくで

き，水分による劣化を防止することができる」との記載に関して，同記載の蛍光体

が本件組成に限られるものではないことは，当業者が容易に理解できるとして，本

件発明が原出願の明細書に記載されていると判断した。 

 (4) しかし，審決の上記判断には，以下のとおりの誤りがある。すなわち， 

 ア 【００４７】は，同一段落中において，「コーティング部やモールド部材の表

面側から発光素子に向かってフォトルミネセンス蛍光体の分布濃度を高く」する構

成（以下「下部構成」という。）と「フォトルミネセンス蛍光体を，発光素子からモ

ールド部材等の表面側に向かって分布濃度が高くなるように分布させる」構成（以

下「表面構成」という。）の相反する２つの構成に区別した上で，下部構成では「水

分による劣化を防止することができ」，表面構成では「発光素子からの発熱，照射強

度などの影響をより少なくでき」ると説明している。 

 さらに，【００４７】に続く【００４８】・【００４９】には，本件組成に属する蛍

光体を用いる実施形態１について，「高効率でかつ十分な耐光性を有するので，該蛍

光体を用いることにより，優れた発光特性の発光ダイオードを構成できる」こと，

「ガーネット構造を有するので，熱，光及び水分に強く，…励起スペクトルのピー

クを４５０ｎｍ付近にすることができる」ことが記載されている。 

 そして，【０１０１】以下の記載及び【図１３】には，以下の実験結果について説

明がされている。 

① 下部構成を採用した上で本件組成に属する蛍光体（「（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５

Ｏ１２：Ｃｅ蛍光体」）を使用した実施例１と，下部構成を採用した上で本件組成に

属しない蛍光体（「（ＺｎＣｄ）Ｓ：Ｃｕ，Ａｌ」）を使用した比較例１について，寿

命試験を実施した。 

② 実施例１については，温度２５℃２０ｍＡ通電の条件下（【図１３】の「（Ａ）」
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のグラフ）でも，温度６０℃９０％ＲＨ下で２０ｍＡ通電の条件下（同「（Ｂ）」の

グラフ）でも，蛍光体に起因する変化は観測されなかったのに対し，比較例１につ

いては，後者の条件下〔温度６０℃９０％ＲＨ下で２０ｍＡ通電の条件下（同「（Ｂ）」

のグラフ）〕では，約１００時間で外部環境から進入した水分の影響で蛍光体が劣化

し出力がゼロになった。 

③ 以上のとおり，下部構成を採用する等同一条件の下での実験において，本件組

成に属する蛍光体を使用した場合（実施例１）では，水分による劣化を防止できる

との効果が得られたのに対し，本件組成に属しない蛍光体を使用した場合（比較例

１）では，高温多湿条件下で早期劣化の結果が生じ，その結果に相違が生じた。 

 イ 【０１０１】の記載及び【図１３】，特に前記ア③によれば，当業者であれば，

「(下部構成を採用した場合には，)水分による劣化を防止することができる」との

原出願の明細書の記載部分は，本件組成に属する蛍光体について述べたものである

と認識，理解するのが自然であるといえる。また，【００４８】と【００４９】では，

本件組成に属する蛍光体が「十分な耐光性を有」し，かつ，「熱，光及び水分に強」

いとの性質を有することが言及されており，【００４７】に続けてこれらの記載に接

した当業者であれば，【００４７】の記載のとおり表面構成と下部構成が選択可能で

あるのは，本件組成に属する蛍光体が有する性質によるものと認識，理解するのが

自然であるといえる。そうすると【００４７】に接した当業者において，【００４７】

に記載された表面構成と下部構成が本件組成に属しない蛍光体についても選択可能

であると理解するとまでは認められない。 

 ウ 加えて，①上記のとおり，原出願の明細書で実施形態又は実施例として挙げ

られている蛍光体は，いずれも本件組成に属する蛍光体のみであること，及び，②

【００４７】の冒頭には，「このフォトルミネセンス蛍光体」と，「この」との指示

語が用いられているが，同指示語は，前後の文脈から，【００４５】等に記載されて

いる本件組成に属する蛍光体を指しているのは明白であること，③【００４７】に

は，「このような，フォトルミネセンス蛍光体の分布は，フォトルミネセンス蛍光体
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を含有する部材，形成温度，粘度やフォトルミネセンス蛍光体の形状，粒度分布な

どを調整することによって種々の分布を実現することができ，発光ダイオードの使

用条件などを考慮して分布状態が設定される。」と記載され，同記載部分に接した当

業者は，表面構成と下部構成は，使用条件により，適宜選択可能な設計的な事項で

あり，本件組成に属しない蛍光体についての何らかの発明を開示していると認識，

理解することはできないこと等を総合するならば，【００４７】の記載に接した当業

者は，【００４７】の「フォトルミネセンス蛍光体」について，本件組成に属する蛍

光体に限定されないと理解するとまでは容易に認め難い。 

 エ この点に対し，被告は，本件組成に属しない蛍光体についても，効果が得ら

れる場合がある旨の実験結果（乙１）を提出する。しかし，分割が許されるために

は，原出願の明細書に本件発明についての記載，開示があること（当業者において，

記載，開示があると合理的に理解できることを含む。）を要するから，訴訟過程で提

出された上記実験結果（乙１）をもって，前記の結論を左右することはできないと

いうべきである（仮に，被告の主張，立証が許されるとするならば，原出願の明細

書に本件発明について，何ら記載，開示がないにもかかわらず，第三者が，本件組

成に属しない蛍光体に，効果が得られた旨の発見をした場合に，そのような蛍光体

を包含する分割出願を，当然に許容することになって，不合理が生じる。）。 

 オ 以上のとおり，少なくとも，本件においては，当業者が，原出願の明細書中

に本件発明が記載されていると合理的に理解できるとまでは認められないから，本

件発明が記載，開示されていると解されるとした審決の判断には違法がある。 

 ３ 結論 

 よって，審決を取り消すことにして，主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第１部 
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